
   日野町同窓会を活用した U ターン促進事業補助金交付要綱  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金（以下「本

補助金」という。）の交付について、日野町補助金等交付規則（昭和４５年日

野町規則第２０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めると

ころによる。 

（１）同窓会 学校の卒業者等で、学級、学年の単位で開催される親睦会 

（２）日野町出身者等 日野町内の保育所、小学校、中学校、義務教育学校及

び高等学校のうちいずれかを卒業又は卒園した者 

 

（交付目的） 

第３条 町は、予算の範囲内で補助金を交付し、同窓会の開催により出会いの場

の創出、ふるさと住民票登録及び本町の情報発信アプリ（以下「日野町アプ

リ」という。）の利用を推進することによりＵターンを促進し地域の活性化を

図る。 

 

（交付対象同窓会） 

第４条 本補助金の交付の対象となる同窓会は、当該年度中に１９～４０歳を迎

える（４月１日生まれの者に限っては１８～３９歳を迎える）日野町出身者等

で開催されるものとし、次の各号に掲げるものとする。 

 （１）５人以上の人数で、町外在住者を１名以上含んで開催されるもの 

（２）日野町内の飲食店等または申請者が事前に届出た県外施設等で開催され

るもの 

 

（交付対象経費） 

第５条 本補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。 

 （１）同窓会案内状の作成に係る印刷製本費 

 （２）記念撮影等に必要な経費 

 （３）同窓会に使用する会場の使用料 

 （４）同窓会に係る飲食費 

 

（交付の条件） 



第６条 本補助金の交付は、移住・定住情報を発信するため同窓会参加者のうち

日野町外に居住する者が鳥取県日野町「ふるさと住民票」に登録し、かつ、日

野町アプリを利用していることを条件とする。 

２ 申請者は、前項の情報を取得する際に同情報を町が移住、定住情報の発信等 

 に利用する旨、情報提供される参加者から同意をとることとする。 

 

（補助金の額の算定） 

第７条 補助金の額は、第５条の経費の合計額とし、前条による登録 1 名当たり

町内での開催の場合５，０００円、県外での開催の場合４，０００円を上限と

する。  

２ 既に鳥取県日野町「ふるさと住民票」に登録された者が含まれる場合は、前

項の算定より除く。 

３ 同一の同窓会への補助金の交付は１年度に１回とする。 

 

（交付申請） 

第８条 本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助

対象同窓会を開催予定の１４日前までに、日野町同窓会を活用した U ターン促

進事業補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書に添付する書類は次のとおりとする。 

（１） 収支予算書（様式第１号の２） 

（２） 出席者名簿（様式第２号） 

（３） 同窓会案内状の写し 

（４） その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第９条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると

認めたときは、日野町同窓会を活用した U ターン促進事業補助金交付決定通知

書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 

(実績報告) 

第１０条 本補助金の交付決定を受けた者は、同窓会の開催後３０日以内、また

は当該年度の３月３１日のいずれか早い期日までに様式第４号による実績報告

を行わなければならない。 

２ 前項の実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。 

（１） 出席者名簿（様式第２号） 

（２） 収支決算書（様式第４号の２） 

（３） 利用した店舗等の請求書及び領収書等の写し 



 （４） 第 6 条第 1 項に該当する者のふるさと住民票登録申込書及び日野町ア

プリユーザーID を確認できる画面の画像データもしくは写真 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

（調査） 

第１１条 町長は必要があれば本補助金の交付決定を受けた者に対し交付対象同

窓会の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 町長は前項の規定により提出された実績報告書等により、補助金の交

付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、日野町同窓会を活用した U ターン促進事業補助金確定通知書

（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１３条 交付決定者は、前条の規定により補助金確定通知を受けたあと、速や

かに日野町同窓会を活用したUターン促進事業補助金交付請求書（様式第５号）

を町長に提出するものとする。 

 

（補助金の交付） 

第１４条 町長は、前条の規定による補助金交付請求書が提出されたときは、速

やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。 

 

（補助金の返還等） 

第１５条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）補助金の申請等に関し、偽りその他不正な行為があったとき 

（２）交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき 

（３）前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさ 

 わしくないと認めたとき 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後におい 

 ても適用する。   

３ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した 

 場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還 

させることができる。 

 

（その他） 



第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は規則の定めるところによ

る。 

附 則 

この要綱は令和３年４月１日から施行する。 


